
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
十
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
コ
ー
ナ
ン
Ｐ
Ｒ
Ｏ
富
士
見
針
ヶ
谷
店 

 
 

 

埼
玉
県
富
士
見
市
大
字
針
ヶ
谷
四
百
六
十
一
―
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

⑴ 

交
通
安
全
対
策
へ
の
配
慮 

 
 

 
 

近
隣
に
児
童
福
祉
施
設
（
針
ヶ
谷
保
育
園
・
保
育
ル
ー
ム
針
ヶ
谷
）
が
あ
る
た
め
、
交 

 
 

 

通
安
全
対
策
等
の
配
慮
を
お
願
い
し
た
い
。 

 
 

⑵ 

ま
ち
づ
く
り
へ
の
協
力 

 
 

 

ア 

周
辺
公
共
施
設
や
地
域
と
の
連
携
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
等
の
企
画
、
参
加
、 

協
力 

 
 

 

イ 

行
政
、 

地
域
と
一
体
と
な
っ
た
ま
ち
づ
く
り
及
び
施
設
の
運
営 

 
 

 

ウ 

富
士
見
ふ
る
さ
と
祭
り
や
町
会
等
が
行
う
地
域
の
祭
り
な
ど
へ
の
協
力 

 
 

⑶ 

施
設
の
提
供 

 
 

 
 

地
域
や
教
育
関
連
施
設
等
（
保
育
所
、
幼
稚
園
、
学
校
等
）
の
催
し
物
や
学
習
の
場
と 

 
 

 

し
て 

 
 

⑷ 

市
内
産
業
の
振
興 

 
 

ア 

「
富
士
見
市
産
業
振
興
条
例
」「
富
士
見
市
大
規
模
小
売
店
舗
等
の
立
地
に
伴
う
市
及 

 
 

 

び
設
置
者
等
の
役
割
を
定
め
る
条
例
」
に
基
づ
く
商
工
会
等
へ
の
加
入
努
力
及
び
連
携
・ 

 
 

 

協
力
に
よ
る
市
内
産
業
振
興
施
策
へ
の
取
り
組
み 

 
 

イ 

退
店
、
撤
退
時
に
お
け
る
早
期
の
情
報
提
供 

 
 

ウ 

市
内
事
業
所
と
の
連
携
（
各
店
舗
の
裁
量
で
対
応
可
能
な
店
舗
内
の
清
掃
や
警
備
、 

 
 

 

広
告
印
刷
や
使
用
す
る
事
務
用
品
購
入
な
ど
の
取
引
の
推
進
） 

 

⑸ 

そ
の
他
地
域
貢
献
全
般 

 
 

 

市
内
で
の
雇
用
促
進 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
三
日
か
ら
令
和
五
年
十
一
月
十
三
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 



 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

 


